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ま え が き 

 本校では、令和６（2024）年度学校自己点検・評価を、「専修学校における学校評価ガイドライン」

(平成 25年３月・文部科学省)に基づき実施しました。 

 現在、本校は、保健看護学部（保健学科、看護学科本科、看護学科専科）、歯科技術学部（歯科衛生

学科、歯科技工学科）、臨床検査学部（臨床検査学科）の３学部６学科で構成されております。 

新型コロナウィルス感染症は、５類に移行しておりますが、実習先である医療機関や高齢者施設等で

は重症者リスクの高い方が多く入院・生活をしているため、今年度も、感染予防対策の徹底を図りなが

ら、適正な学校運営に努めて参りました。一方、近年、急速に進行する少子化の影響等もあって、本校

の受験者は減少傾向にあり、本校の求める学生像を充たす学生を獲得するためには、受験生の動向や背

景を把握、分析等さらなる努力が必要となっております。 

今回点検・評価を実施した結果は、全体的には昨年度の結果とほぼ同様でした。残された課題につい

て改善を図るとともに、現時点で適切に実施できている事項についても、情勢の変化等を踏まえた対応

を検討するなど、更なる適切な学校運営を目指して引き続き努力して参ります。 

本校といたしましては、「自律・創造・実践」の教育理念の下、これらの点検結果を踏まえ、地域社

会からの期待に十分応えられる専門知識や技術と豊かな人間性を兼ね備えた専門職業人を育成する学校

として、更なる発展を目指して参りますので、本校の教育活動や学校運営に関しまして、変わらぬ御指

導、御助言を引き続き賜りますようお願い申し上げます。 

 

  令和７(2025)年３月 

 

                   栃木県立衛生福祉大学校長  菅 俣  宗 良 
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令和６（2024）年度栃木県立衛生福祉大学校自己点検・評価の結果 

 
１ 学校の概要 

本校は、従来個々に独立して設置されていた４つの県立養成施設をその専門性、特殊性を活かしな

がら効率的教育効果を上げるため、昭和 59 年４月に統合し、保健看護、歯科技術、臨床検査、保育の

４学部７学科で栃木県立衛生福祉大学校として設立しました。 

平成 13年４月からは、専修学校（専門課程）としての位置付けを条例上も明記されました。 

平成 21年 3月末に保育学部が閉部となったため、現在は3学部 6学科となっています。 

  また、令和５年3月末に保健看護学部看護学科専科夜間課程を廃止いたしました。 

 

 

２ 学校の教育目標 

「自律・創造・実践」の教育理念の下、保健・医療等の専門知識及び技術を教授するなどし、社会

に貢献できる人間性豊かな専門職業人の育成のための教育活動を展開しています。 

自 律 高い倫理観を持ち、学修に取り組みます。 

創 造 常に探究心を養い、専門性を追求します。 

実 践 日々、研鑽・努力します。 

 

 

３ 本年度に定めた重点的に取り組むことが必要な目標や計画 

    本校の特徴となっている「国家試験の高い合格率」と保健看護、歯科技術、臨床検査の各分野におけ

る高い専門性と豊かな人間性を併せ持った人材を育成し、保健・医療を担う有能な専門職の輩出を、学

校を挙げて一丸となり全力で取組んでいます。 

  また、学生や教職員が安全で快適に学び働ける環境整備など、適切な学校運営に努めています。 

 

 

４ 学部学科の概要（令和６(2024)年 4月 1日現在）  

学部 学科 
修業 

年限 
定員 学級数 総定員 在籍数 

総定員 

充足率 
養成対象 

令和７年３月 

国 家 試 験

合 格 率 

保健看護

学部 

保健学科 １ 30 １ 30 29 96.7% 保健師 100％ 

看護学科

本科 
３ 80 ２ 240 195 81.3% 

看護師 

98.4％ 

看護学科

専科 
２ 40 １ 80 20 25.0% 100％ 

小 計  150 ４ 350 244 69.7%   

歯科技術

学部 

歯科衛生

学科 
３ 30 １ 90 65 72.2% 歯科衛生士 100％ 

歯科技工

学科 
２ 15 １ 30 16 53.3% 歯科技工士 100％ 

小 計  45 ２ 120 81 67.5%   

臨床検査

学部 

臨床検査

学科 
３ 20 １ 60 49 81.7% 臨床検査技師 100％ 

計 215 ７ 530 374 70.6%   

 



 3

５ 評価項目の達成及び取組状況 

評価内容は９領域 58 項目からなり、評価については、各領域 4 点満点（適切 4、ほぼ適切 3、

やや不適切 ２、不適切１）で評価しています。 

 

(1) 教育理念・目標 

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 理念・目的・育成人材像は定められているか。（専門分野の特性が明確になって 

いるか） 
４ ４ 

② 学校における職業教育の特色は明確になっているか。 ４ ４ 

③ 社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか。 ４ ４ 

④ 学校理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生、保護者等に周知され

ているか。 
４ ４ 

⑤ 各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けて方向

づけられているか。 
４ ４ 

点検結果：教育理念・目的の評価項目については、全て適切であるが、社会情勢や業界ニーズ、学生

像の変化等を的確に把握し、時代にマッチした質の高い医療従事者を養成していく必要があ

る。 

 

○特記事項 

【項目①】理念・目的・育成人材像は定められているか。（専門分野の特性が明確になっているか） 

   本校は、全ての学部・学科で受験者全員が国家試験合格することを目標としながら、豊かな人

間性を備えた優秀な保健及び医療の専門職の養成に努めており、教育目標や育てたい学生像は、

社会背景等を踏まえながら定めている。 

【項目②】学校における職業教育の特色は明確になっているか。 

     本校の保健学科、歯科衛生学科、歯科技工学科は、厚生労働省の「教育訓練給付金制度（専   

門実 践教育訓練）」の指定を受け、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓   

練の場となっている。また、令和７年４月から看護学科専科も指定を受けた。 

具体的な教育内容については授業要綱（シラバス）等に明記している。   

【項目③】社会経済のニーズ等を踏まえた学校の将来構想を抱いているか。 

 本校から地域の病院や福祉施設等に優れた人材を提供することで、地域社会からの期待に応え

られる学校作りを目指している。 

【項目④】学校理念・目的・育成人材像・特色・将来構想などが学生、保護者等に周知されているか。 

各学部学科の教育方針やアドミッションポリシーは、学校要覧、キャンパスガイド、学生便覧、

オリジナルホームページなどの広報媒体を活用し、周知を図っている。また、ホームページに授

業や学校行事の様子、在校生からのメッセージ動画を掲載するなど、本校の特色を分かりやすく

伝える工夫をしている。 

【項目⑤】各学科の教育目標、育成人材像は、学科等に対応する業界のニーズに向けて方向づけられて 

いるか。 

   本校は保健看護、歯科技術、臨床検査の各分野における高い専門性と豊かな人間性を併せ持っ

た人材を育成し、保健・医療を担う有能な専門職の輩出することで業界のニーズに応えられるよ

う、学校を挙げて取組んでいる。 
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 (2)学校運営 

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 目的等に沿った運営方針が策定されているか。 ４ ４ 

② 事業計画に沿った運営方針が策定されているか。 ４ ４ 

③ 運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、有効に機能し

ているか。 
４ ４ 

④ 人事、給与に関する制度は整備されているか。 ４ ４ 

⑤ 教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか。 ４ ４ 

⑥ 業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか。 ４ ４ 

⑦ 教育活動等に関する情報公開が適切になされているか。 ４ ４ 

⑧ 情報システム化等による業務の効率化が図られているか。 ４ ４ 

点検結果：学校運営の評価項目は、全ての適切である。今後も学校長のリーダーシップのもと、教員

と事務職員が連携し、学校の運営を行っていきたい。 

 

○特記事項 

【項目①】目的等に沿った運営方針が策定されているか。 

【項目②】事業計画に沿った運営方針が策定されているか。 

学校要覧や学生便覧において、各学部や学科の教育方針、講義や実習の概要等を明示し、その

年間事業計画に沿って、確実に実施されている。 

【項目③】運営組織や意思決定機能は、規則等において明確化されているか、有効に機能しているか。 

 学校の管理運営については、関係法令等により規定されており、それぞれの部門や分野におけ

る責任、役割などが明確化され、有効に機能している。 

【項目④】人事、給与に関する制度は整備されているか。 

   職員に対する人事管理は、県の関係条例、その他関係規則等により規定されている。 

【項目⑤】教務・財務等の組織整備など意思決定システムは整備されているか。 

教務・財務等の組織整備など意思決定システムは、県の関係条例、その他関係規則等により整

備されている。 

【項目⑥】業界や地域社会等に対するコンプライアンス体制が整備されているか。 

県環境管理マニュアルに基づいた県環境マネジメントシステムの適切な実行や、情報セキュリ

ティ自己点検の実施など、環境法令等の遵守や情報セキュリティに対する意識向上に積極的に取

り組んでおり、学校運営に関わる法令等を厳格に遵守している。 

【項目⑦】教育活動等に関する情報公開が適切になされているか。 

 教育活動等に関する情報公開は、県情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律等に基づい

た手続により、適切に運用されている。 

【項目⑧】情報システム化等による業務の効率化が図られているか。 

・学校の運営業務を支える情報システムは、県庁LANシステムによるグループウェア、共有ドラ 

イブにより構築されており、必要なデータは一元管理され、業務の効率化が図られている。 

・校内のICT環境は、学内LANの整備、事務ソフトの活用により、教職員・学生間連絡の円滑

化が図られている。 

・非常勤講師関係業務及び学生の成績管理業務について、RPAの導入等により効率化を進めた。 
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 (3) 教育活動 

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５ 

評価 

① 教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか。 ４ ４ 

② 教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関としての修業年限に

対応した教育到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか。 
４ ４ 

③ 学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか。 ４ ４ 

④ キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工

夫・開発などが実施されているか。 
４ ４ 

⑤ 関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュラムの作

成・見直し等が行われているか。 
４ ４ 

⑥ 関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ、実

技・実習等）が体系的に位置づけられているか。 
４ ４ 

⑦ 授業評価の実施・評価体制はあるか。 ４ ４ 

⑧ 職業教育に関する外部関係者(外部講師を含む)からの意見を取り入れている

か。 
４ ４ 

⑨ 成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか。 ４ ４ 

⑩ 資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはある

か。 
４ ４ 

⑪ 人材育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保している

か。 
４ ４ 

⑫ 関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含め)を確

保するなどマネジメントが行われているか。 
４ ４ 

⑬ 関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力

育成など資質向上のための取組が行われているか。 
４ ４ 

⑭ 職員の能力開発のための研修等が行われているか。 ４ ４ 

点検結果：教育活動の評価項目については、全て適切であるが、課題もあり、今後の実施に向けた検

討や、対策について講ずる必要がある。 

     また、医療の現場で求められる倫理観と実践能力を身につけ、卒業後も継続して学び続け

ることができる職業人を育成するため、今後も実習機関との連携を密にしていきたい。 

 

 

 

 

○特記事項 

【項目①】教育理念等に沿った教育課程の編成・実施方針等が策定されているか。 

【項目②】教育理念、育成人材像や業界のニーズを踏まえた教育機関としての修業年限に対応した教育

到達レベルや学習時間の確保は明確にされているか。 

  各学科・各学年の年間教育計画の編成に当たっては、指定養成施設として定められた教育課程

（カリキュラム）に基づき実施している。また、各学科は学生の国家資格取得を目的にしている

ところから、国家試験対策として、科目間の関連性も十分に考慮して、授業を体系的に工夫、編

成している。 

【項目③】学科等のカリキュラムは体系的に編成されているか。 

各授業科目の位置付けや進捗状況は、各学科が作成する授業要綱（シラバス）で適宜確認し、

課 題 

本校は、専任教員の他、約 390 名の外部講師に授業を依頼している。外部講師が多いため、講師

の選定及び確保が困難なケースが多くなっており、講師が退職される際に後任者を紹介してもらう

など対応はしているが、引き続き努力が必要である。 



 6

調整している。 

【項目④】キャリア教育・実践的な職業教育の視点に立ったカリキュラムや教育方法の工夫・開発など

が実施されているか。 

《保健看護学部》・看護学科本科の「多職種協働」の授業を臨床検査学科との共同学習として実施す

るなど、多職種協働や他職種の理解を意識し、他学部、他学科の学習発表への参

加やインタビューなどを実施している。 

・看護学科本科では「キャリアデザイン」の科目を設け、学生が自己の特性を踏ま         

えて主体的に将来を考えられるよう授業を実施している。 

・看護学科本科の看護技術演習では患者役ボランティアを募り、臨場感ある状況設

定をした演習を実施している。 

《歯科技術学部》 医療従事者に必要な医療倫理については、臨床概論等関係科目において学修でき 

るよう適宜改変を加えている。 

《臨床検査学部》・最終学年では、臨地実習前の技能修得到達度評価（2単位 80時間）の授業が必須

となった。 

・臨地実習の開始前に個人の目標設定、事後の振り返りシート作成し、臨地実習で

学んだ内容については在校生や他学部の学生や教員に向けの発表を行った。 

・特別講義「多職種協働」の授業を看護学部本科学生とグループ学習を行った。 

【項目⑤】関連分野の企業・関係施設等や業界団体等との連携により、カリキュラムの作成・見直し等 

が行われているか。 

   各学部で臨地実習を行うにあたっては、実習指導者会等を開催し、実習の目的・内容につい

て実習病院・施設等と調整・共有を行うとともに、医療関係団体や医療現場からの意見を参考

に、教育に役立てている。 

《歯科技術学部》  近年、医療分野においてもめざましい進歩をしているデジタル技術に対応できる

ようするため、栃木県歯科技工士会の協力を得て、R6年度より歯科技工学科では学

生が歯科技工所で実際にデジタル機器に触れる機会を持てるようカリキュラムの見

直しを行った。 

【項目⑥】関連分野における実践的な職業教育（産学連携によるインターンシップ、実技・実習等）が

体系的に位置づけられているか。 

 実習指導施設においては、それぞれの施設の特徴を生かした臨地実習を体験させ、保健・医療

の専門職としての役割と責任の修得を図っている。 

《臨床検査学部》  臨床検査学科では臨地実習のカリキュラム変更により、指定校と科目承認校で臨地       

実習内容や期間、評価方法などが統一化され、「臨地実習前の技能修得度評価」が

新設された。このため学生に対して、臨地実習に行く前に技能評価が必要となり、

今年度は3学年進級者を対象に学内で80時間（2単位）の実習を行い、最終の評価

については、栃木県臨床検査技師会の協力を得て、現役の臨床検査技師に実技の評

価を依頼し、一定基準に満たした者に対して校長が認定証（名札）を授与し、臨地

実習に臨ませた。 

【項目⑦】授業評価の実施・評価体制はあるか。 

   平成29年度から学生による授業評価を導入し、授業改善につなげている。 

【項目⑧】職業教育に関する外部関係者(外部講師を含む)からの意見を取り入れているか。 

     外部関係者(外部講師を含む)からの意見については、授業要綱（シラバス）等の作成時の参考

意見として取り入れている。 
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【項目⑨】成績評価・単位認定、進級・卒業判定の基準は明確になっているか。 

 成績評価や履修認定の基準は、条例、規則等で明確に規定され、適切に運用している。学生へ

の周知については、学生便覧等に掲載するとともに、入学時、進級時のオリエンテーション等で

説明を行うほか、学生便覧は学生専用のホームページにも掲載している。 

【項目⑩】資格取得等に関する指導体制、カリキュラムの中での体系的な位置づけはあるか。 

     国家資格を得るためには、学科課程の全科目を履修することを授業要綱（シラバス）等を使用

しながら、入学時から指導している。 

【項目⑪】人材育成目標に向け授業を行うことができる要件を備えた教員を確保しているか。 

     本校の教員は、各養成所の指定基準等の関係法令の要件を備えた教員を確保している。 

【項目⑫】関連分野における業界等との連携において優れた教員（本務・兼務含め)を確保するなどマネ

ジメントが行われているか。 

   外部講師は、第一線の医療現場等で活躍される多くの方々を迎え入れることにより、学修効果

の高いカリキュラムの確保に努めている。特に専門科目については、科目に精通している経験豊

かな講師を選任して、講義を行っている。 

【項目⑬】関連分野における先端的な知識・技能等を修得するための研修や教員の指導力育成など資質

向上のための取組が行われているか。 

【項目⑭】職員の能力開発のための研修等が行われているか。 

 教務職員については、加盟する全国養成施設協議会等が実施する各種学会や研修会等へ参加さ

せるほか、県人事課で行う研修や職場の研修等を通して職員の能力向上を図っている。そこで習

得した内容については、伝達研修を行い学科内で共有を図っている。 

《保健看護学部》学内において教員間の授業参観や授業の振り返り等を実施することで、資質向上に努

めている。 

《臨床検査学科》教員が担当している科目に関する知識向上として、関係団体、学会、臨床検査技師会

などが主催する研修会に各自参加している。 

 

 ※能力開発としての学会、協議会、研修会への参加状況については、別紙のとおり。 

 

 

 (4) 学修成果  

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 就職率の向上が図られているか ４ ４ 

② 資格取得率の向上が図られているか ４ ４ 

③ 退学率の低減が図られているか ４ ４ 

④ 卒業生・在校生の社会的な活躍等を把握しているか ３ ３ 

⑤ 卒業後のキャリア形成に係る情報提供相談及び支援をしているか ４ ４ 

点検結果：学修成果の評価項目については、概ね適正であるが、卒業生の社会的な活躍状況の把握に

ついて課題もあり、今後に向けた検討や、対策について講ずる必要がある。    
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○特記事項 

【項目①】就職率の向上が図られているか。 

  就職支援・指導の体制は、進路相談及び指導だけでなく、学生に対して個別に就職試験対策を

行っている。また、具体的な就職先のイメージを掴むための見学等を実施している。 

《保健看護学部》看護学科本科２年次、専科１年次の学生を対象に実習施設等就職ガイダンスを開催し

ている。 

《歯科技術学部》歯科技工学科では企業見学、歯科衛生学科では医療機関への見学を実施している。 

《臨床検査学科》2学年時に大学病院や健診専門の事業所等の見学を行っている。 

【項目②】資格取得率の向上が図られているか。 

  教育成果については、専任職員による国家試験対策の徹底や、外部講師による国家試験を念頭

に置いた授業実施により、毎年、高い国家試験の合格率を確保している。なお、この結果につい

ては、オリジナルホームページに掲載している。 

《保健看護学部》看護学科本科では、成績不良者を対象に担当制＋チーム制による学習支援を実施して

いる。 

【項目③】退学率の低減が図られているか。 

・成績不振の学生に対しては、個別支援や課外の学習支援を別途行う等、きめ細かなフォロー

アップを行っている。 

・退学防止対策も含め、担任や学科教務主任による学習支援や学生相談に加え、保護者との連

携強化を図っている。 

・スクールカウンセラーを配置し、学生の多様な悩みに対応できるようにしている。 

【項目④】卒業生・在校生の社会的な活躍等を把握しているか。 

・卒業後の活躍状況については、学会発表での活躍や研修会、実習病院において把握してい

る。 

・卒業生の活動を把握し、講演や授業の講師・実習指導者には、既卒者が学生の教育を担当し

ている。 

《保健看護学部》就職ガイダンスや卒業生との情報交換会など、卒業生が来校した際に就職後の状況

を把握している。 

課 題 

１ 卒業生については、就職先等の把握はしているが、社会的な活躍等の把握まで至っていない。今

後は、卒業生の社会的な活躍等の情報共有により、在校生に対する動機付けに役立たせるなど、教

育に反映させることができるようにすることが必要である。このため、学会や研修会などによる情

報把握や職能団体等を活用した情報把握などに努めていく必要がある。 

２ 就職を希望する学生は全て就職できているが、現場で求められる能力とのギャップが大きいた

め、自分の適性や実践能力に不安が生じ、早期離職者も増えている。就職後の離職防止の取組とし

て、専門職としてのキャリア形成に対してさらに充実させる必要がある。 

３ 令和６年度の退学者数は前年と比べると増加し、特に1年次の学生の割合が高く、理由について

は進路変更によるものが多い。このため、学生自身の適性を踏まえて本校への入学を検討できるよ

う、学校見学会等の進路説明会では、入学希望者への丁寧な説明と情報発信に務めていくととも

に、高校の進路指導担当者に対する説明会等では、学生のミスマッチを防ぐため、本校の教育内容

等の情報発信を強化する必要がある。 
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【項目⑤】卒業後のキャリア形成に係る情報提供相談及び支援をしているか。 

 《保健看護学部》・保健学科では、卒業生との情報交換会により就職後の状況や在学中に行うべき事 

などの情報を得る機会を設けている。 

・看護学科本科では、「キャリアデザイン」の授業を設けているほか、各年次の面接

時にキャリアデザインシートを用いて進路選択理由の把握や課題を明確にし、進路

支援につなげている。 

・学部内の卒業年次の学生を対象に、栃木県看護協会の出前講座を活用し、専門職と

してのキャリア形成等について講話を聞く機会を設けている。 

・看護学科本科、専科では、就職後の離職防止の取組として、前年度卒業生を対象に

ホームカミングデーを開催している。 

《臨床検査学科》在学時でも可能な資格取得について指導しており、１年生は毒劇物取扱責任資格

取得のための特別講義を行い、受験した。  

 

 (5) 学生支援 

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 進路・就職に関する支援体制は整備されているか。 ４ ４ 

② 学生相談に関する体制は整備されているか。 ４ ４ 

③ 学生に対する経済的な支援体制は整備されているか。 ４ ４ 

④ 学生の健康管理を担う組織体制はあるか 。 ４ ４ 

⑤ 課外活動に対する支援体制は整備されているか。 ４ ４ 

⑥ 学生の生活環境への支援は行われているか。 ４ ４ 

⑦ 保護者と適切に連携しているか。 ４ ４ 

⑧ 卒業生への支援体制はあるか。 ４ ４ 

⑨ 高校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか。 ４ ４ 

⑩ 実習における患者への倫理的配慮に関するガイドラインを作成し、患者の同意

を得た上で、実習を実施しているか。 
４ ４ 

⑪ 実習において、学生が関係したインシデント等を把握・分析しているととも

に、改善を講じているか。 
４ ４ 

点検結果：学生支援の評価項目については、全て適正である。学生からの相談に対する体制について

は今年度、学生に体制図を示し明確にしたところであり、今後も学生が抱えている様々な問

題について早期に解決に導けるようきめ細かな支援をしていきたい。また、中学校からの見

学の申し入れを積極的に受け入れるなど医療職志望者の確保を図っていきたい。 

 

○特記事項 

【項目①】進路・就職に関する支援体制は整備されているか。 

 学生の就職活動のために、就職関連情報の積極的な収集や就職活動の指導を行っており、担任

や学科教務主任との情報の共有を図るなど、細やかな就職支援を展開している。特に、近年の採

用側の面接重視の状況やその傾向を踏まえ、必要に応じて模擬面接を行っている。 

《保健看護学部》  看護学科本科２年次、専科１年次の学生を対象に実習施設等就職ガイダンスを開催

するほか、進学希望者に対して、保健学科の教員による保健師の業務や保健学科概

要を説明する機会を設けている。 
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《臨床検査学科》・１、２年次学生に向けて、今後の就職活動や本年度の就職状況について情報提供を        

行うとともに、就職試験模擬試験を実施している。 

・３学年学生には、本校に提供されたすべての求人情報をメールおよび校内掲示を

している。 

・年度ごとの求人情報を分析して学生や保護者に情報提供している。 

【項目②】学生相談に関する体制は整備されているか。 

      ・学生相談においては、担任や学科教務主任が個人面談を常時行える体制を整えており、学業の

問題に限らず、進路や生活上での問題等を抱える学生に対して、広く相談に応じている。 

・より専門的なカウンセリングが必要な場合は、スクールカウンセラーの相談を受けられる体 

制が整っており、さらに社会福祉等に関する様々な課題を抱える学生に対しては、スクールソ

ーシャルワーカーの相談を受けることができる。 

【項目③】学生に対する経済的な支援体制は整備されているか。 

・学生に対する経済的な支援としては、国の修学支援制度、日本学生支援機構の奨学金制度、 

県の減免制度がある。各制度については、全学生へ案内の配布や、説明会の開催等により周知

を図るとともに、制度の活用の相談や申請の手続方法について、学生課が中心となり個別丁寧

に随時対応している。 

・民間団体の奨学金としては、臨床検査学科では公益財団法人ビー・エム・エル医療教育基金 

奨学生、看護学科及び歯科衛生学科については、マニー松谷医療奨学財団へ奨学生を推薦して

いる。 

・保健学科・歯科衛生学科・歯科技工学科については、「教育訓練給付制度の講座指定」を受 

け、学生募集要項等で周知するとともに、制度の対象となる学生に対しては給付申請に必要な

各種証明書を発行している。看護学科専科が令和7年 4月から新たに指定を受けた。 

【項目④】学生の健康管理を担う組織体制はあるか。 

学生の健康管理については学校医が委嘱されており、健康診断や健康相談を受けられる体制 

が整っている。 

【項目⑤】課外活動に対する支援体制は整備されているか。 

学校生活を有意義にするため、新入生歓迎会、スポーツ大会、学校祭等の学校行事を学生主 

体の団体である学生協議会との共催で開催するなどして、支援を行っている。 

【項目⑥】学生の生活環境への支援は行われているか。 

・自家用車で通学を希望する学生に対しては、可能な範囲で学校内に専用の学生駐車場を用意 

している。 

・夏季及び冬季休業中、自宅等で学習する場所の確保が困難な学生に対しては、学習の場とし 

て図書室、自習室及び学生ホールを開放している。 

【項目⑦】保護者と適切に連携しているか。 

学生指導における保護者との連携の重要性を認識し、学生自身の相談内容によっては必要に 

応じ、保護者への連絡を取って、保護者との意思疎通を適宜行いながら問題解決に当たってい

る。 

《臨床検査学部》学生指導等において保護者と連携強化を図るため、保護者説明会を開催（令和６年

度は７月20日（土）のオープンキャンパス開催日）し、全学年の保護者を対象に国家

試験や就職に関する情報を提供した。 

【項目⑧】卒業生への支援体制はあるか。 

・令和６年度から、卒業及び成績証明等の各種証明の電子申請及び電子納付を開始したことによ
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り、ネット環境が整備されていればいつでもどこでも証明書等の申請が可能となった。 

・大部分の卒業生は取得した国家資格を生かし、病院、診療所、県・市町等の行政機関、研究機

関等へ就職している。卒業後におけるキャリアアップ等の再教育は、各職能団体が開催する研

修会や講習会を受講することでも習得が図られており、卒業生の再教育の場として有効に活用

されている。 

《保健看護学部》就職後の離職防止の取組として、看護学科本科、専科では前年度卒業生を対象にホー

ムカミングデーを開催している。 

【項目⑨】高校等との連携によるキャリア教育・職業教育の取組が行われているか。 

高校との連携による職業教育については、本校の教職員が県内の高校に出向き、模擬実習や 

本校の概要説明を行い、本校の優位性を含め、広く医療従事者への関心を高めてもらえるよう働

きかけを行っている。 

【項目⑩】実習における患者への倫理的配慮に関するガイドラインを作成し、患者の同意を得た上で、

実習を実施しているか。 

     学生の実習に際しては、「実習における患者への倫理的配慮に関するガイドライン」を作成

し、患者の同意を得た上で実習を行っている。 

【項目⑪】実習において、学生が関係したインシデント等を把握・分析しているとともに、改善を講じ

ているか。 

     学生の実習での事故防止のため、学生が関係したヒヤリハット事例については必ず報告書を作

成し、発生状況や再発防止対策等を十分に検討するとともに、ヒヤリハット事例の発生状況につ

いて分析を実施している。 

《臨床検査学科》臨地実習終了時に学生を対象にアンケート調査を実施し、臨地実習指導者会議で情

報の共有化を図り、改善策について協議している。 

 

(6)  教育環境  

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか。 ３ ３ 

② 学内外の実習施設、インターンシップ等について十分な教育体制を整備している

か。 
４ ４ 

③ 防災に対する体制は整備されているか。 ４ ４ 

④ 学生の健康管理に対する取組は行われているか。 ４ ４ 

点検結果：教育環境の評価項目については、概ね適切であるが、課題もある。 

 

 

 

 

 

 

 

課 題 

１ 本校の校舎は築 40年が経過し経年劣化が進んでいる。現在は県有建築物長寿命化実施方針に基づ

き工事を実施しているが、老朽化した施設や設備の改修・更新が計画的に行われるよう、引き続き

課題として本庁主管課と共有していく必要がある。 

２ 工事期間中は、教室・実習室等が使用できなくなる等学校運営に大きく影響するため、影響を最

小限に抑えることができるように調整を図る必要がある。 

３ 備品類の老朽化と計画的な更新 
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○特記事項 

【項目①】施設・設備は、教育上の必要性に十分対応できるよう整備されているか。 

・本校の施設・設備は、専修学校設置基準や各養成所の指定基準等の関係法令の要件を充足し

ており、実習室の器具・機材等は、求められる教育内容等に応じて更新している。 

・令和6年度は、受変電設備、自家発電設備、給排水衛生設備、消火設備の設計が行われ、令和

7年度の利用調整後、令和8年度から工事に入る予定。 

・老朽化していたテニスコートのフェンス撤去、周辺樹木伐採等の校庭整備を行った。 

・ICT環境については、事務ソフトの導入、各教室や学生ホール等のインターネット（Wi-Fi）

環境の整備により、遠隔授業及び職員・学生間でのスムーズな連絡に使用されている。 

・学校独自のホームページ（在校生専用ページ）については、学生が検索しやすいようにページ

のリニューアルを行った。 

・図書については、学生の希望も確認しながら定期的に購入している。 

《保健看護学部》 Wi-Fi環境の整備により、看護学科専科では令和５年度入学生から電子教科書を採

用し、書き込み機能等の活用により能動的な学習が促進されている。 

【項目②】学内外の実習施設、インターンシップ等について十分な教育体制を整備しているか。 

   各学科の教育計画に基づく実習時間は全体のおよそ３分の２から３分の１の割合となってい

る。実習については、県立施設に加え多くの機関を実習施設として、実習が行われている。 

【項目③】防災に対する体制は整備されているか。 

 防火体制については、消防計画の見直しを毎年行っている。年１回の学生及び職員の参加する

防火・避難誘導訓練を実施し、学校全体の防火意識の高揚を図っている。 

【項目④】学生の健康管理に対する取組は行われているか。 

  本校では感染症対策方針を定め基本的な感染症予防の徹底は基より感染予防のための環境整   

備を行っており、健康チェック票の提出により、学生の健康状態を確認している。 

 

 

(7) 学生の受入れ募集 

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取組は行われているか。 ４ ４ 

② 学生募集活動は、適切に行われているか。 ４ ４ 

③ 学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝えられている

か。 
４ ４ 

④ 学生納付金は妥当なものとなっているか。 ４ ４ 

点検結果：学生の受入れ募集の評価項目については、全て適切であるが、近年、受験者が減少傾向にあ

り、本校の求める学生像を充たす学生を獲得するためには、受験生の動向や背景を把握、分析

し、さらに本校の良さや強みを積極的にPRしていく必要がある。 

○特記事項 

【項目①】高等学校等接続する機関に対する情報提供等の取組は行われているか。 

・県内の高校を対象にした進路指導教諭説明会の開催や、県内の高校宛てに、学生募集要項、学

校要覧、キャンパスガイド、学部案内等の資料を送付し、情報の提供を行っている。 

・県内の高校訪問及び進路相談会においては、本校の魅力について直接訪問するほか、Zoom等

を活用して説明を行っている。 
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《保健看護学部》看護学科専科では、准看護師養成所に「先輩からのメッセージ」を送っている。 

本校看護学科の進学希望者に対して、保健学科の教員による保健師の業務や保健学

科の概要を説明する機会を設けている。 

【項目②】学生募集活動は、適切に行われているか。 

    ・令和８年度の入学者選抜から電子申請及び電子納付を実施するため、入学試験の手続きの見

直しを行った。 

・令和６年度のオープンキャンパスは、学生が参加しやすいように土日開催と平日開催に分けて

実施した。（７月20日～21日、８月７日の3日間開催） 

・本校オリジナルホームページにおいて、受験生に分かりやすいように動画で学部・学科の情

報を提供している。 

《保健看護学部》 オープンキャンパスでは、参加者が在校生と交流する場を設け、入学後の学校生

活をイメージできるようにしている。 

《臨床検査学部》 オープンキャンパスには、在校生が参加し臨床検査学科の模擬授業や教科書展示

など行った。 

【項目③】学生募集活動において、資格取得・就職状況等の情報は正確に伝えられているか。 

高い国家試験合格率や就職率を教育の実績を分かりやすく発信するため、ページのリニューア 

ル等により、情報発信を強化した。 

【項目④】学生納付金は妥当なものとなっているか。 

      ・入学試験料、入学料及び授業料については県条例及び関係規則等に基づき適正に運用されて            

いる。 

・国家試験対策の徹底を念頭においた授業を実施するため、教材費や実習器具代、研修費等の

学年負担経費を徴収している。これらの収支・決算状況は学内の監査が実施され適正に管理

執行されている。 

 

(8) 法令等の遵守         

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。 ４ ４ 

② 個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。 ４ ４ 

③ 自己評価の実施と問題点の改善に努めているか。 ４ ４ 

④ 自己評価結果を公開しているか。 ４ ４ 

点検結果：法令等の遵守の評価項目については、全て適切である。引き続き、自己点検・評価、学校

関係者評価を実施し、教育活動、学校運営等の改善に取り組んでいく。 

○特記事項 

【項目①】法令、専修学校設置基準等の遵守と適正な運営がなされているか。 

   学校教育法及び専修学校設置基準等に適合した適正な学校運営を行っている。 

【項目②】個人情報に関し、その保護のための対策がとられているか。 

   個人情報保護の取扱いや情報セキュリティ対策については、県庁全体で適正な管理に努めてお

り、情報資産の適切な管理運営が講じられている。また、職員に対しては、情報セキュリティ対

策や個人情報保護に関する知識の習得や意識の向上を目的にした研修等が実施されている。 
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【項目③】自己評価の実施と問題点の改善に努めているか。 

令和元(2019)年度に学校評価の方法を見直し、新たに学校関係者評価委員会を設置し、自己評

価結果について学校関係者評価委員から意見をいただくことによりさらなる問題点の改善に努め

ている。 

【項目④】自己評価結果を公開しているか。 

   自己評価結果をホームページで公開している。 

 

 

(9) 社会貢献・地域貢献          

評  価  項  目 
Ｒ６

評価 

Ｒ５

評価 

① 学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか。 ４ ４ 

② 学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。 ４ ４ 

③ 地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む）の受託等を積極的に

実施しているか。 
４ ４ 

 点検結果：社会貢献・地域貢献の評価項目については、全て適切である。さらに、地域住民に対し、

健康についての啓蒙・普及活動につながるような活動やボランティア活動を通じて、地域貢

献を行っていきたい。 

○特記事項 

【項目①】学校の教育資源や施設を活用した社会貢献・地域貢献を行っているか。 

・本校の臨床教室については、本校の臨地実習に支障がない範囲で県内の看護学校養成所へ臨地実習

の利用施設として開放している。 

・県内の中学校が実施している見学・体験活動を積極的に受け入れている。 

・他機関からの施設や物品の借用依頼に対し、授業に支障のない範囲で応じている。 

・学校祭において、栃木県立がんセンターが出展し、地域交流を協働で行った。 

・陽南ふれあいまつりに出展し、本校のPRを兼ねて地域との交流を図っている。 

【項目②】学生のボランティア活動を奨励、支援しているか。 

社会貢献及び地域貢献活動については、豊かな人間性を養う上で大切であり、本校としては 

学業に支障のない範囲で、奨励、支援を行っている。また、教務職員についても、地域で行う研

修会及び会議への講師や委員としての派遣依頼に積極的に応じている。 

《保健看護学部》 学生が看護協会主催「まちの保健室」や「リレー・フォー・ライフジャパン栃木大 

会」にボランティアとして参加している 

《臨床検査学部》 学生は献血ボランティアサークルに所属し、栃木県赤十字血液センターと連携し活

動しているほか、「リレー・フォー・ライフジャパン栃木大会」がん征圧・患者支

援にボランティアとして34名が参加した。 

【項目③】地域に対する公開講座・教育訓練（公共職業訓練等を含む）の受託等を積極的に実施してい 

るか。 

・学校祭等において献血及び骨髄バンク登録への協力・普及活動を実施している。

・特別支援学校の「就業体験活動」を受け入れているほか、昼食（パン等）の訪問販売において、 

障害者福祉サービス事業所等を積極的に取り入れている。 



別紙

学校
全体

保健
看護

歯科
技術

臨床
検査

4 月 1 日 3 月 31 日 教務主任養成講習会 研修 WEB又は県外 3 3

4 月 1 日 3 月 31 日 栃木県看護系教員協議会領域別研究会（管理、基礎:延べ11回） 研修 県内又はWEB 22 22

4 月 13 日 国家試験対策教員セミナー 研修 WEB(ライブ）開催 7 7

4 月 17 日 栃木県看護系教員協議会研修会（看護政策・看護教育行政の動向） 研修 県内 10 10

5 月 11 日 5 月 12 日 第73回日本医学検査学会（日本臨検査技師会主催） 学会 県外 1 1

5 月 22 日 全国歯科技工士教育協議会総会 協議会 WEB(ライブ）開催 1 1

5 月 22 日 全国歯科衛生士教育協議会関東甲信越地区役員会議 協議会 WEB(ライブ）開催 2 2

5 月 24 日 初任者研修会：心電図の基礎 研修 WEB(ライブ）開催 1 1

5 月 27 日 日本臨床検査学教育協議会総会　研修会 研修 WEB又は県外 2 2

5 月 28 日 日本看護学校協議会学校長会議 協議会 WEB又は県外 1 1

6 月 7 日 肺機能研修会 研修 WEB(ライブ）開催 1 1

6 月 17 日 6 月 18 日 特定化学物質及び四アルキル鉛作業主任者研修 研修 県内 1 1

6 月 26 日 pH測定の原理・基礎とメンテナンスの秘訣 研修 県内 1 1

6 月 28 日 健康危機管理研修 研修 県内 1 1

7 月 6 日 7 月 7 日 第32回日本健康教育学会学術大会 学会 県外 1 1

7 月 10 日 メディカ出版セミナー（臨床判断につながる学習方法） 研修 WEB(ライブ）開催 2 2

7 月 19 日 7 月 21 日 日本超音波検査学会　第49回日本超音波検査学会学術集会 学会 WEB(オンデマンド）開催 1 1

7 月 19 日 日本超音波検査学会　第147回医用超音波講義講習会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

7 月 23 日 栃木県臨床検査技師会主催　チカラ試し！尿沈渣スライドセミナー 研修 WEB(ライブ）開催 1 1

7 月 26 日 ラボ用天びん基礎セミナー 研修 県内 1 1

7 月 28 日 日本在宅ケア・サミット2024 学会 WEB又は県外 1 1

7 月 29 日 8 月 2 日 全国歯科衛生士教育協議会専任教員講習会 研修 県外 1 1

7 月 29 日 心のサポーター養成研修 研修 WEB(ライブ）開催 1 1

7 月 30 日 日総研セミナー（ポジティブな職場・スタッフ・自分を作る管理者のアプローチ） 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

7 月 30 日
栃木県看護協会研修会
（魅力ある職場づくりを！　～いきいきと働き続けるために～）

研修 県内 2 2

7 月 30 日 とちぎ職業人材カレッジ指導力向上研修 研修 県内 1 1

8 月 1 日 8 月 2 日 第36回日本看護学校協議会学会 学会 WEB又は県外 1 1

8 月 1 日 日総研セミナー（教育・指導上の「困りごと」を解きほぐす問題解決メソッド） 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

8 月 2 日 日総研セミナー（今どきの〝若者の論理的思考力"を高める教育法） 研修 WEB(オンデマンド）開催 2 2

8 月 2 日 自殺予防ゲートキーパー研修会 研修 県内 2 2

8 月 4 日 タスクシフトシェア実技研修（日本臨床検査技師会主催） 学会 県内 1 1

8 月 8 日 8 月 9 日 公立歯科衛生士養成機関教育協議会 協議会 WEB又は県外 1 1

8 月 8 日 日総研セミナー（看護学生の学習支援の方法） 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

8 月 8 日
栃木県看護系教員協議会研修会（経験型実習教育の導入ワークショップ～臨地実習
における看護場面の教材化～）

研修 県内 23 23

8 月 19 日 8 月 20 日 日本看護学教育学会第34回学術集会 学会 県外 2 2

8 月 20 日 とちぎ職業人材カレッジ指導力向上研修 研修 県内 1 1

8 月 23 日 8 月 24 日 第18回日本臨床検査学教育協議会総会　研修会 学会 県外 2 2

8 月 23 日 日本看護学校協議会関東甲信越ブロック研修会 研修 WEB(ライブ）開催 3 3

8 月 23 日 日本看護学校協議会第１回専任教員交流会 研修 WEB(ライブ）開催 2 2

8 月 27 日 全国歯科技工士教育協議会実技研修Ⅱ 研修 WEB(ライブ）開催 4 4

9 月 3 日 看護師国試対策（秋からの学生指導方法） 研修 WEB(ライブ）開催 2 2

9 月 4 日
栃木県看護協会研修会
（患者にしか語れない言葉に「耳を傾け」患者主体の看護を創造する）

研修 県内 1 1

9 月 5 日 第64回栃木県公衆衛生大会・第62回栃木県公衆衛生学会 学会 県内 2 2

9 月 15 日 日本超音波検査学会　JSS関東甲信越　第51回地方学術集会 学会 WEB(オンデマンド）開催 1 1

9 月 21 日 9 月 23 日 日本歯科衛生学会第19回学術大会 学会 県外 2 2

9 月 27 日 9 月 29 日 第13回認知症予防学会 学会 県外 1 1

衛生福祉大学校教員の能力開発としての学会、協議会、研修会(短期、県職員研修を除く)への参加状況

学会・研修期間
学会・研修会名 区分 開催地

参加者数(延べ人数)

(開始 終了)
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学校
全体

保健
看護

歯科
技術

臨床
検査

学会・研修期間
学会・研修会名 区分 開催地

参加者数(延べ人数)

(開始 終了)

9 月 28 日 ｢行政で求められること｣ ｢災害派遣｣（三葉会主催） 研修 県内 4 4

9 月 29 日
令和6年度　認定認知症領域検査技師　JSDP技師講座
（資格更新のためのセミナー）

研修 県外 1 1

10 月 5 日 10 月 6 日 日本超音波医学会　第36回関東甲信越地方会学術集会 学会 WEB(オンデマンド）開催 1 1

10 月 5 日 10 月 6 日 日本超音波医学会　第23回関東甲信越地方会講習会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

10 月 19 日 日本超音波医学会　第34回四国地方会学術集会 学会 WEB(オンデマンド）開催 1 1

10 月 19 日 日本超音波医学会　第23回四国地方会講習会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

10 月 19 日
栃木県看護協会研修会（医療安全推進キャンペーン～医療事故の経験 その語りから
学ぶこと～ 医療事故の責任と向き合うということ）

研修 県内 2 2

10 月 29 日 10 月 31 日 第83回日本公衆衛生学会総会 学会 WEB又は県外 1 1

11 月 3 日 第77回栃木県歯科医学会 学会 WEB(ライブ）開催 5 5

11 月 14 日 栃木県看護協会研修（在宅における高齢者の見取りの現状） 研修 県内 2 2

11 月 24 日 第42回栃木県医学検査学会(栃木県臨床検査技師会主催） 学会 県内 6 6

11 月 29 日 キャリア形成支援研修～コレカラ～ 研修 県内 1 1

11 月 30 日 12 月 1 日 第18回日本歯科衛生教育学会総会・術大会 学会 県外 2 2

11 月 30 日 第24回栃木看護学会学術集会 学会 県内 2 2

12 月 1 日 栃木県栄養改善学会 学会 県内又はWEB 1 1

12 月 5 日
栃木県看護系教員協議会研修会（看護教育を取り巻く現状と課題～一緒に考え、と
もに歩む～）

研修 県内 8 8

12 月 9 日 日本看護学校協議会副学校長・教務主任会 協議会 WEB(ライブ）開催 2 2

12 月 10 日
栃木県看護協会研修
（イライラを笑顔に変える感情のコントロール～アンガーマネジメント～）

研修 県内 2 2

12 月 13 日 栃木県看護系教員協議会　公開授業 研修 県内 4 4

12 月 15 日 日本超音波検査学会　JSS中国　第35回地方会研修会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

12 月 16 日 日本臨床検査学教育協議会　臨時総会 協議会 WEB(ライブ）開催 2 2

1 月 4 日 1 月 5 日 第13回日本公衆衛生看護学会学術集会 学会 WEB(オンデマンド）開催 1 1

1 月 12 日 日本超音波検査学会　JSS関東甲信越　第52回地方会研修会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

1 月 15 日 栃木県看護系教員協議会　公開授業 研修 県内 1 1

1 月 21 日 全国歯科技工士教育協議会関東ブロック支部会議 協議会 WEB(ライブ）開催 1 1

1 月 27 日
健康福祉政策研修（改めて公衆衛生ってなに？～高度化、多様化していく住民ニー
ズに応えていくために必要なことは？～）

研修 県内 3 3

1 月 29 日
基礎的内容とイレギュラーな症例の対応～改訂輸血のための検査マニュアルの内容
も含めて（栃木県臨床検査技師会）

研修 WEB(ライブ）開催 1 1

1 月 29 日
栃木県看護協会研修（看護管理・人材育成に活かすレジリエンス・折れない心とし
なやかさを身につける）

研修 県内 2 2

1 月 31 日 診療報酬について（栃木県臨床検査技師会主催）第１支部会 研修 県内 2 2

1 月 中 日本超音波医学会　必修講習会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

2 月 2 日 日本超音波検査学会　JSS中部　第41回地方会研修会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

2 月 3 日
日総研セミナー
（精神疾患を持つ患者･家族のエンパワーメントを高める看護実践）

研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

2 月 6 日 尿沈渣から考える病態生理～出現成分の理解～（栃木県臨床検査技師会主催） 研修 WEB(ライブ）開催 1 1

2 月 15 日 日本超音波検査学会　JSS関西　第41回地方会研修会 研修 WEB(オンデマンド）開催 1 1

2 月 18 日 顕微鏡研修会（骨髄像）について（栃木県臨床検査技師会主催） 研修 県内 1 1

2 月 21 日 日本看護学校協議会第２回専任教員交流会 研修 WEB(ライブ）開催 1 1

2 月 22 日 ｢予算と議会について｣｢学会発表等｣（三葉会主催） 研修 県内 4 4

196 121 22 53

(回) (回) (人) (人) (人) (人)

学会 21 　 36 9 10 17

協議会 7 10 3 5 2

研修 55 150 109 7 34

　合　　　　　計 83 196 121 22 53

県内 28 91 63 1 27

県内又はWEB 2 23 22 1 0

県外 9 13 3 5 5

WEB(オンデマンド）開催 18 18 6 0 12

WEB(ライブ）開催 19 41 20 14 7

WEB又は県外 7 10 7 1 2

　合　　　　　計 83 196 121 22 53

開催地

合　　　　　計

区分

82回


